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１．亀山市のあらまし 

 

（１）位置・沿革 

平成１７年１月１１日に亀山市と関町が合併して誕生した新「亀山市」は、図１－

１に示すように、三重県の北中部に位置し、名古屋から約 50 km、大阪から約 100km

に位置し、総面積は 190.91km２で、鈴鹿市、津市、伊賀市及び滋賀県に接しています。 

 

旧亀山市は、南北朝時代、平重盛の子孫と伝えられる関氏がこの地に亀山城を構え、

江戸時代には城下町として栄えました。また、東海道五十三次４６番目の宿場町とし

て栄え、今もなお、往時の面影を残す家並みが見られます。また、古くから鈴鹿関よ

り西が「関西」、東が「関東」と呼ばれていたこともあり、その境界である亀山は東

と西を結ぶ交通の要所として発展してきました。 

昭和２９年１０月には亀山町、昼生村、井田川村、川崎村、野登村が合併して「亀

山市」が誕生。さらに昭和３０年に神辺村、白川村、昭和３２年に鈴峰村の一部、昭

和３３年には芸濃町の一部を編入し、旧亀山市の市域になりました。 

 

   旧関町は、古い歴史をもつ町であり、奈良朝以前から交通の要衝として関所が設け

られました。この鈴鹿関は不破関、愛発関と共に日本三関と呼ばれ、町名もこれに由

来していました。鈴鹿関の位置、諸施設の配置については明らかになっていないが、

重要な遺跡であり、適宜発掘作業を行ってきています。江戸時代に入ると東海道五十

三次の宿場町となり、伊勢、大和への分岐点の宿として繁栄しました。現在も当時の

面影を残す町並みが住民の協力のもとで保存されています。 

   旧関町成立の経緯としては、昭和３０年、関町、白川村の一部、神辺村の一部、坂

下村、加太村が合併し、さらに昭和３３年芸濃町から一部編入を経て旧関町となりま

した。 
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図１－１ 亀山市の位置 



 -3-

（２）人口・世帯数 

亀山市の人口は、昭和３５年以降、経済の高度成長によって人口は都会へ流出し、

１０年間ほど減少傾向が続きました。しかし、工場誘致や住宅団地建設などにより、

昭和４０年半ばから人口が増加し始め、平成１６年１０月１日現在の人口は 47,521

人となっています。 

世帯数は人口増加よりも大きな増加率を示しており、昭和３５年に 4.51 人であっ

た１世帯当たり人口は、平成１６年１０月１日には 2.79 人と減少し続け、核家族化

の進行がうかがえます。 

   亀山市における人口及び世帯数の推移を図１－２に示しました。 
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図１－２ 人口及び世帯数の推移 

資料：国勢調査 

※旧市町合算数値 
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（３）産業 

  ① 産業構成 

事業所数を見ると、卸売・小売業、飲食店が最も多く、次いでサービス業の順と

なっています。従業者数については、製造業が最も多く、次いでサービス業や卸売・

小売業、飲食店が多くなっています。 

 

 

表１－１ 産業構成 

 

業 種 
事業所数 

（件） 

従業者数 

（人） 

農 林 漁 業         7         76 

鉱    業         3         29 

建 設 業       231      1,265 

製 造 業       243      8,094 

電気･ガス･熱供給･水道業         5         67 

運輸・通信業        80      1,759 

卸売・小売業、飲食店       711      4,333 

金融・保険業        24        286 

不 動 産 業        19         60 

サ ー ビ ス 業       596      4,291 

公務(他に分類されないもの)        21        481 

合   計     1,940     20,741 

   注）平成 13 年 10 月 1 日現在。 

資料：三重県統計書 

※旧市町合算数値 
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  ② 工業 

事業所数、従業者数には大きな変動が見られず、横ばいの傾向にあります。製造

品出荷額等については、景気の影響を受けて変動しているものの、長期的には増加

傾向にあります。 

平成１５年の業種別製造品出荷額を見ると、旧亀山市では、輸送用機械器具製造

業が最も多く、次いで、非鉄金属製造業、電子部品・デバイス製造業、プラスチッ

ク製品製造業などが多くなっています。 
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図１－３ 事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移 

資料：三重県統計書 

※旧市町合算数値 
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表１－２ 業種別製造品出荷額等（平成 15 年） 

                                                        単位：万円 

産業分類 旧亀山市 旧関町 

総数 31,340,686 3,164,351  

食料品製造業 469,008 13,024  

飲料・たばこ・飼料製造業 72,865 153,723  

繊維工業 156,124 X  

衣服･その他の繊維製品製造業          X 11,871  

木材・木製品製造業 102,529 95,173  

家具・装備品製造業 60,305 X  

パルプ・紙・紙加工品製造業 176,929          -  

出版・印刷・同関連産業 X          -  

化学工業 636,494 X  

石油製品・石炭製品製造業          X          X  

プラスチック製品製造業 2,999,068 X  

ゴム製品製造業          X 849,998  

なめし革･同製品・毛皮製造業          -          -  

窯業・土石製品製造業 91,614 818,196  

鉄鋼業           X          X  

非鉄金属製造業 8,219,747 -  

金属製品製造業 718,762 120,724  

一般機械器具製造業 1,899,351 X  

電気機械器具製造業 250,647 X  

情報通信機械器具製造業          X          -  

電子部品・デバイス製造業 3,393,840 -  

輸送用機械器具製造業 8,842,847 X  

精密機械器具製造業          -          -  

その他の製造業          X          -  

注）-：該当なし、X：秘匿（公表できない）数値 

資料：三重県統計書 
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（４）都市計画 

亀山市では、都市計画法に基づき、都市計画区域が定められています。 

行政区域に対する都市計画区域の割合は３３％となっており、用途地域は住居系の

用途が多く、次いで工業系、商業系となっています。なお、市街化区域及び市街化調

整区域は未線引きとなっています。 

 

 

表１－３ 都市計画区域及び用途地域 

単位：ha 

区 域 面 積 

行政区域 19,091     

都市計画区域 6,447     

用途地域 1,005.9   

第一種低層住居専用地域 87     

第二種低層住居専用地域    －    

第一種中高層住居専用地域 34.2   

第二種中高層住居専用地域 190     

第一種住居地域 202.3   

第二種住居地域 66.5   

準住居地域 27.7   

近隣商業地域 48.7   

商業地域 2     

準工業地域 50.4   

工業地域 102.1   

工業専用地域 195     

            注）平成 14 年 4 月 1日現在。 
                                         資料：三重県県土整備部 

※旧市町合算数値 
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東海道五十三次第４７番目の宿場町「関宿」 

毎年７月に行なわれる夏祭りでは４台の山車がこの通りを練り歩きます。江戸時代から続くこの祭

りは、かつては関西五大祭の一つとされ、１６台の山車が街道を練り歩いたといいます。「関の山」

という言葉も実は、この祭りの山車が語源になっていて、街道をふさいで、これ以上通るに通れな

い様子を表現したのだそうです。 

 

 


